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石
川
県
市
町
立
学
校
教
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
案
）

石
川
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
全
部
を
改
正

す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
く
市
町
教
育
委
員
会
の
行
う
県
費
負
担
教
職
員
（
以
下
「
教
職
員
」
と
い
う

）
の
勤
務
成
績
の
評
定
（
以
下
「
勤
務
評
定
」
と
い
う

）
に

。

。

つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
勤
務
評
定
の
種
類
）

第
二
条

勤
務
評
定
は
、
目
標
管
理
及
び
業
績
評
価
に
よ
っ
て
行
う
。

２

目
標
管
理
は
、
教
職
員
が
校
長
の
定
め
る
学
校
経
営
計
画
を
踏
ま
え
て
自
ら
職
務
上
の
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
の
達
成
状
況
に
つ
い
て

自
己
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。

３

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
目
標
に
つ
い
て
、
教
職
員
の
職
務
遂
行
状
況
を
観
察
し
、
目
標
の
達
成
状
況
及
び
達
成
に
至
る

ま
で
の
取
組
に
つ
い
て
の
評
価
（
以
下
「
評
価
者
評
価
」
と
い
う

）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

。

４

業
績
評
価
は
、
教
職
員
の
職
務
遂
行
上
の
意
欲
、
能
力
及
び
実
績
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
正
か
つ
客
観
性
の

あ
る
評
価
を
行
い
、
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
評
定
の
対
象
と
な
る
職
員
の
範
囲
）

第
三
条

勤
務
評
定
は
、
す
べ
て
の
教
職
員
に
つ
い
て
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
教
職
員
に
つ
い
て
は
除
く
も
の
と
す
る
。

一

臨
時
的
職
員

二

そ
の
他
石
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う

）
の
指
定
す
る
者

。

２

前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
校
長
及
び
教
頭
に
つ
い
て
は
、
目
標
管
理
の
目
標
設
定
を
行
わ
な
い
。

（
目
標
管
理
の
期
間
等
）

第
四
条

目
標
管
理
の
期
間
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
、
別
に
定
め
る
業
績
評
価
の
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
年
度
ご
と
の
期
間
と
す
る
。

２

目
標
管
理
は
、
教
育
長
の
定
め
る
目
標
管
理
書
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
業
績
評
価
の
実
施
の
時
期
）

第
五
条

業
績
評
価
は
、
毎
年
一
回
定
期
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
件
付
採
用
期
間
中
の
教
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
教
職
員
の
条
件
付
採
用
期
間
開
始
後
五
か
月
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
一
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
条
件
付
採
用
期
間
が
一
年
と
な
る
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
十
か
月
）
を
経
過
し
た
日
に
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

（
実
施
の
時
期
の
特
例
）

第
六
条

教
育
長
は
、
長
期
に
わ
た
る
休
暇
、
休
職
、
停
職
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
公
正
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
教
職

員
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
業
績
評
価
の
実
施
の
時
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
業
績
評
価
の
期
間
）

第
七
条

業
績
評
価
の
対
象
と
な
る
期
間
は
、
教
育
長
が
特
に
指
定
す
る
場
合
を
除
き
、
前
回
の
業
績
評
価
実
施
の
翌
日
か
ら
当
該
業
績
評
価
の

基
準
日
ま
で
と
す
る
。

（
業
績
評
価
の
評
価
者
）

第
八
条

業
績
評
価
の
評
価
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
同
調
理
場
に
勤
務
す
る
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
次
評
価
者
は
、

市
町
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
市
町
教
育
長
」
と
い
う

）
の
指
定
す
る
者
と
す
る
。

。

被
評
価
者

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

最
終
評
価
者

校

長

市
町
教
育
長

教

頭

校

長

市
町
教
育
長

校
長
及
び
教
頭

教

頭

校

長

市
町
教
育
長

以
外
の
教
職
員

２

評
価
者
は
、
教
育
長
の
定
め
る
業
績
評
価
書
に
よ
っ
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
九
条

市
町
教
育
委
員
会
は
、
業
績
評
価
を
実
施
し
た
と
き
は
、
実
施
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
教
育
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
県
教
育

委
員
会
に
業
績
評
価
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
績
評
価
書
の
効
力
）

第
十
条

業
績
評
価
書
は
、
当
該
評
価
書
作
成
後
新
た
に
評
価
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
教
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と

す
る
。

（
書
類
の
保
管
）

第
十
一
条

目
標
管
理
書
及
び
業
績
評
価
書
は
、
市
町
教
育
長
又
は
市
町
教
育
長
の
指
定
す
る
者
が
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
長
は
、
市
町
教
育
長
が
保
管
す
る
目
標
管
理
書
及
び
業
績
評
価
書
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

業
績
評
価
報
告
書
は
、
教
育
長
又
は
教
育
長
の
指
定
す
る
者
が
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
）

第
十
二
条

目
標
管
理
の
評
価
者
評
価
は
、
校
長
が
当
該
教
職
員
に
開
示
す
る
。

２

市
町
教
育
長
は
、
教
職
員
が
業
績
評
価
書
の
開
示
を
申
し
出
た
場
合
は
、
当
該
教
職
員
に
係
る
記
録
の
う
ち
教
育
長
が
人
事
管
理
上
支
障

が
な
い
と
認
め
た
部
分
に
つ
い
て
、
当
該
教
職
員
に
対
し
て
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
評
定
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。

附

則

、

。

、

、

。

１

こ
の
規
則
は

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は

別
に
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
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２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
石
川
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
勤
務
評
定
書
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
業
績
評
価
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と
す
る
。
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石
川
県
市
町
立
学
校
教
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年

月

日

石
川
県
教
育
委
員
会


